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【重大事故発生時の社内連絡】

①

②

③

④

【苦情時･非常時・緊急時の社内連絡】

①

②

③

営業係⇒係長⇒課長代理⇒課長⇒所長代理⇒所長⇒次長⇒部長⇒取締役⇒社長

㈲損保 ０９２－５５１－０２３２

西日本自動車㈱南営業所 ０９２－９５３－４７６５
城南警察署 ０９２－８０１－０１１０ 福岡空港警察署 ０９２－６２１－０１１０ ㈲玉川自動車 ０９２－４３１－６５１８ 西日本自動車㈱前原営業所 ０９２－３２２－２２７８
南警察署 ０９２－５４２－０１１０ 博多臨港警察署 ０９２－２８２－０１１０ 東部タクシー㈱本社営業所 ０９２－６７１－０１３０

春日警察署 ０９２－５８０－０１１０

西日本自動車㈱工場 ０９２－７６１－７１９０
西警察署 ０９２－８０５－６１１０ 糸島警察署 ０９２－３２３－０１１０ ㈱ニッシン本社営業所 ０９２－９５１－５５３３ 西日本自動車㈱無線室 ０９２－７６１－５６７８
早良警察署 ０９２－８４７－０１１０ 筑紫野警察署 ０９２－９２９－０１１０ 日新交通㈱ケアサービス事業部 ０９２－５１２－０１４３

博多警察署 ０９２－４１２－０１１０ 宗像警察署 ０９４０－３６－０１１０ 日新交通㈱本社営業所 ０９２－５１２－０１３９ 西日本自動車㈱本社営業所 ０９２－７６１－７１７０
東警察署 ０９２－６４３－０１１０ 朝倉警察署 ０９４６－２２－０１１０ 日新交通㈱老司営業所 ０９２－５６６－４４５０ 西日本自動車㈱介護事業部 ０９２－７６１－７１６０

営業所担当者（＝受付者）は苦情時は苦情内容を正確に把握し、解決に努める事。また非常時・緊急時は、その状況を正確に把握し、消防・警察等への連絡を含め的確に対応し、そ
の解決及び対処に優先的且つ迅速に努める事

非常時でも事故・車両故障時については、修理・レッカー業者への連絡により、迅速に交通阻害の要因排除に努めるものとする

営業所担当者が解決・判断できない場合は直属の上司に報告し指示を仰ぎ対応する事

各警察署の連絡先 グループ連絡先
中央警察署 ０９２－７３４－０１１０ 粕屋警察署 ０９２－９３９－０１１０ 日新交通㈱本社 ０９２－４０１－１０８２ 西日本自動車㈱本社 ０９２－４０１－１０８２

⑦代表者

日下部　隆史

事故、及び重大事故発生時には、営業所担当者は要救護者の有無等の確認を上記数字の手順により行うと共に、適切な連絡の有無の確認、若しくは連絡の実施を行う

営業所担当者は事故状況の把握にて、重大事故に該当する案件については、直ちに統括運行管理者・安全統括管理者に連絡を行う

安全統括管理者は代表者に連絡する

安全統括管理者は速報事案の場合には、九州運局福岡運輸支局へ速報の連絡を行う（または営業所担当へ速報の指示を行う。）

松岡　清之 整備部門(保安担当)

報告・相談
判断

対応指示

092-673-1196

092-673-1197

090-7927-2013

谷川　誠

報告・相談
判断

対応指示
事故の速報・重大事故報告

⑥安全統括管理者 ⑧九州運輸局福岡運輸支局

連絡・指示

報告・相談
判断

対応指示
④救急車

119

⑤統括運行管理者

家族等 指示

運行管理者
同　補助者

110

所轄警察署

⑨早急な現場回復 病院への搬送
救急車の手配修理・レッカー業者

乗務員・配車室・お客様・一般人

報告・相談
判断

対応指示
連絡・指示を仰ぐ

⑧乗客緊急連絡先 ②担当責任者

重大事故・災害等に関する報告連絡体制、及び苦情時・非常時・緊急時連絡体制：㈱ニッシン

※特定重大事件・重大事件及びその発生予告の場合も同様の手順とする。

『特定重大事件』⇒施設占拠・爆発・化学物質散布等のテロ行為が相当

『重大事件』⇒タクシー強盗等により乗務員・乗客に死傷者が発生した場合が相当

『非常時』⇒事故・車両故障・体調不良・その他運行に支障を起こすもの

①上記該当案件発生

③警察


